
国民健康保険税 

 

１．国民健康保険税とは 

  人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分

だけで負担することは大変なことです。国民健康保険制度はそのようなときに備えて、日頃から

収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆

さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。 

 

２．納税義務者 

  国民健康保険税では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり 世帯主が納税

義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国保加入者でない場合で

も、納税義務者となります。（擬制世帯主） 

 

３．国民健康保険税と後期高齢者医療制度の関係 

  平成２０年４月１日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、０歳から７４歳までの医療保険加

入者は、後期高齢者医療制度を支援することとなり、後期高齢者支援金として納付することとさ

れました。 

 このことから、国民健康保険税においても従来の医療保険分、介護保険分（４０歳から６５歳未

満）に加え後期高齢者支援分を合算して課税させていただくこととなります。 

 

 

 

 



４．国民健康保険税の税率 

 

※保険者が七宗町から岐阜県になったことに伴い、令和元年度より資産割を無くしました。 

※令和１２年に予定されている県内保険税（料）統一化に向けて、段階的に保険税率を上げてい

きます。 

５．国民健康保険税の計算上の注意事項 

① 介護保険分の計算 

   ・介護保険分について、４０歳到達者は４０歳に到達した時点で税額変更を行い、変更通知

書を送付します。 

   ・６５歳到達者は６５歳到達の前月までの介護分を１０期に配分します。 

② 月割課税 

   ・年度途中の加入・脱退のときは、加入の月から脱退の前月までの月割で計算します。 

税       率 

  
（１）   医療保険分 

（０歳から７４歳まで） 

(２) 後期高齢者支援分

（０歳から７４歳まで） 

（３）介護保険分 

（４０歳から６４歳まで）

Ａ 所得割 ６．３５％ ２．５５％ ２．０５％ 

B 均等割 ２５，５００円 １０，８００円 １０，７００円 

C 平等割 ２２，５００円 ８，６００円 ８，３００円 

  限度額 ６５０，０００円 ２２０，０００円 １７０，０００円 

(1) 医療保険分[Ａ+Ｂ+Ｃ] ＋ (2)後期高齢者支援分[Ａ+Ｂ+Ｃ] ＋ (3)介護保険分[Ａ+Ｂ+Ｃ] 

＝ １年間の国民健康保険税 



 

③ 軽減 

世帯全員の所得の合計が基準以下の世帯について、平等割、均等割を軽減します。 

軽       減 

軽減対象項目 軽減割合 対象世帯の所得要件 

７割 前年の世帯所得合計≦４３万円＋（給与所得者等(※)の数－１）×１０万円   

５割 
前年の世帯所得合計≦４３万円＋２９万円×被保険者数＋（給与所得者等の数

－１）×１０万円 

均等割額 

と 

平等割額 

２割 
前年の世帯所得合計≦４３万円＋５３．５万円×被保険者数＋（給与所得者等の

数－１）×１０万円 

 ※給与所得者等とは、給与収入が５５万円を超える方、もしくは公的年金収入が６０万円（６５歳

未満）または１１０万円（６５歳以上）を超える方となります。 

◆軽減の具体例 

軽減の基準となる所得金額 
世帯人数 

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 

１人   ７２０，０００円以下 ９６５，０００円以下 

２人 １，００１，０００円以下 １，５００，０００円以下 

３人 １，３００，０００円以下 ２，０３５，０００円以下 

４人 

４３０，０００円以下

１，５９０，０００円以下 ２，５７０，０００円以下 

・ ５割軽減・２割軽減の世帯人数には、特定同一世帯員の人数を含みます。 

・ 基準所得＝世帯主の所得＋国保加入全世帯員の所得 

「特定同一世帯員」について…… 

後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のいずれにも該当する方をいいます。 

（１）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資

格を有する方 



（２）後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康

保険の世帯主（以後継続して世帯主である方に限る。）と当該日以後継続して、同一の世帯に属

する方（当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、当該日以後継続して国民健康保険の

世帯主である方） 

 軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も、所得に合算して判定し

ます。 

 軽減判定の際には、国民健康保険加入者でない世帯主（擬制世帯主）の所得金額も所

得に合算して判定します。 

 軽減判定の際には、公的年金を受給されている６５歳以上の方は、年金収入から公的

年金控除に加えて、１５万円の特別控除をした所得金額で判定をします。 

 軽減判定の際には、雑損失の繰越控除をした所得金額で判定します。 

 軽減判定の際には、専従者控除が合算され、専従者の給与収入は差し引かれます。 

 前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができません（収入が課税対

象の公的年金のみの世帯は除く）。 

 

④ 非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度 

お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職（特定受給資格者）や、雇い止め等による離

職（特定理由離職者）により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減

される場合があります。 （平成２２年４月から制度改正）                                      

軽減を受けていただくには、申請が必要となります。対象の方は、離職日の翌日の属する月から、

その月の属する年度の翌年度末までの期間において、 

(1)雇用保険の特定受給資格者 

(2)雇用保険の特定理由離職者         

(3)失業時点で６５歳未満の方 

   として失業等給付を受ける方です。（雇用保険受給者資格者証で離職理由を確認します。） 

 

 

 



⑤ 旧被扶養者に係る減免 

会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢医療制度に移行することにより、被扶養者

だった６５歳以上の方（旧被扶養者）が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免

措置が受けられます。 

【対象者】 

・会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行する事により、国民健康保険に加入した

扶養親族の方 

・加入時点で 65 歳以上 75 歳未満の方 

※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。 

⑥その他の減免・免除 

 国民健康保険税の納税義務者（世帯主）またはその世帯に属する国保加入の世帯員の方が、

不慮の災害、事業の休廃業、失業、疾病または負傷等により、保険税の納付が著しく困難にな

ったと認められる場合には、申請により、申請後到来する納期についての保険税の減額あるい

は免除を受ける制度があります。申請の内容により、必要書類が異なります。 

上記の④～⑥の減免・軽減を受けるには申請が必要となります。詳しくは住民課税務係まで

お問合せください。 

 

 ６．年度途中で加入された方・・・ 

  国民健康保険加入手続き後、「国民健康保険税更正・決定通知書」をお送りし、当該年度の

税額等をお知らせします。 

 

  ７．国民健康保険税の試算 

 国民健康保険に加入された方、加入を検討されている方に向けて、保険税の試算を住民課税

務係の窓口で行っています。お気軽にお申し出ください。 

 


